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１ 計画策定の趣旨

美郷町誕生から１２年、高齢者、障害者、児童、健康などの分野ごとに計画

を策定しながら、福祉施策を展開・充実させてきました。「美郷町地域福祉計

画」も平成１８年に策定し、総合的に地域福祉の推進を図ってきたところです。

近年、社会経済状況の変化や少子高齢化が加速度的に進み、かつての家族や

地域の相互扶助機能が弱体化し、住民相互の社会的なつながりも希薄化するな

ど、地域社会は変容しています。また、これまでは福祉の対象になりにくかっ

た社会的援護を要する人たちへの支援や、自殺、ひきこもり、虐待といった新

たな社会的課題への対応も求められています。それらの解決も含め、複雑多様

化する住民のニーズに的確に対応するためには、地域という同じ生活環境の中

で福祉が一体となった総合的な施策のさらなる展開（地域福祉の推進）が必要

になってきます。福祉行政の役割は極めて重要なものになっており、加えて希

薄になったとはいえ、地域住民の自主的な助け合いの継続は、必要不可欠な位

置づけとなり存続を手助けしなければなりません。地域福祉の推進において、

個人や家族が自らの力で問題を解決すること（自助）、隣近所をはじめ地域が

連携して生活課題を解決すること（互助）、制度化された相互扶助（共助）、

公的サービス、社会福祉（公助）のそれぞれが、互いに果たすべき役割と目標

を明らかにしていくことが必要となっています。

今般、「生活困窮者自立支援制度」「子ども・子育て支援新制度」「改正介

護保険制度」が始まり、「障害者差別解消法」が施行されました。「第２次美

郷町総合計画」の策定など町の行政施策の見直しも行なわれています。また、

地域福祉計画に要援護者の支援方策についても盛り込む必要があります。こう

したことから、おおむね５年後の美郷町における地域社会・地域福祉のあるべ

き姿を目指して、「美郷町地域福祉計画」を策定するものです。

計画の策定にあたって 第 章 
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（社会福祉法 第３条）

福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者

が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。

（社会福祉法 第４条）

地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行

なう者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する

一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する

機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

（社会福祉法 第１０７条）

市町村は、地方自治法第２条第４項の基本構想に即し、地域福祉の推進に関する事

項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）

を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする

事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必

要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関する

共通的事項

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

福祉サービスの基本的理念

 

地域福祉の推進

 

地域福祉計画
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２ 計画の目的

地域福祉とは、人権尊重を基本に、だれもが住みなれた地域で生き生きと暮ら

せる地域づくりを目指し、地域住民、地域に関わる組織、団体などお互いに協力

して地域の福祉課題の解決に取組んでいくことです。 
美郷町が目指す「住み慣れた地域で安心して暮らせる環境づくり」「住み慣れ

た地域で自分らしい生き方ができる社会の実現」「子どもと子育て家庭を地域社

会全体で支援していくまちづくり」「困難を抱えている家庭への適切な支援」を

実現させていくためには、地域福祉推進の仕組みづくりが求められます。“支援

を必要とする住民（世帯）が抱える多様で複合的な地域生活課題について地域住

民や福祉関係者が把握し関係機関等と連携して解決が図られる仕組み”づくりに

計画的に取組んでいくために、「美郷町地域福祉計画」を策定します。 

３ 計画の位置付け

計画の位置付け

「第２次美郷町総合計画」に掲げるまちづくりの目標のうち「心身がやすら

ぐ― 豊かな心で健やかに過ごせるまち」を受け、地域福祉の視点から目標の

実現を目指します。 
「美郷町障害者計画・美郷町障害者福祉計画」「美郷町高齢者福祉計画・介

護保険事業計画」「美郷町子ども・子育て支援事業計画」「健康みさと 21 計

画」など、地域福祉に関係する各分野の個別計画と連携し、各計画の達成を支

援するとともに、地域福祉の総合的な推進を図るものです。それぞれの固有の

施策、達成目標などについては、各個別計画に基づいて推進していきますが、

「地域福祉計画」は、これらの計画に基づく施策を推進する上での統括的な指

針、理念を示すものとして作成します。 

（２）地域福祉計画と地域福祉活動計画との連携

社会福祉協議会は「社会福祉法第 109 条」にその役割が記されているとおり

福祉教育の推進をはじめ福祉のネットワークづくりを基幹とした活動を展開し

ています。住民の福祉を向上させるためには、地域福祉を推進する中心的役割

を担っている社会福祉協議会との連携が不可欠です。 
「地域福祉計画」は、町が、地域の生活課題に対して地域住民が積極的に関わ

り、共に支え合うという地域福祉を推進するための基本的な考え方や取組みの

方向性を定める行政計画です。一方、「地域福祉活動計画」は、地域に根差し

た福祉活動を展開する社会福祉協議会が、地域住民と協働で取り組む具体的事
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（社会福祉法 第１０９条）

市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内におい

て次に掲げる事業を行なうことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体で

あって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に

関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあってはその区域内における地区社

会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、

指定都市以外の市及び町村にあってはその区域における社会福祉事業又は更生保護事

業を経営する者の過半数が参加するものとする。

一 社会福祉を目的とする事業 の企画及び実施

二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 
三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、連絡、調整及び助成

四 全三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るた

めに必要な事業 
 

「福祉ニーズが現れる地域社会において、福祉課題の解決をめざして、住民や民間

団体の行う諸々の解決活動と必要な資源の造成・配分活動等を組織だって行うことを

目的として体系的かつ年度ごとに取りまとめたとりきめ」

※全国社会福祉協議会「地域福祉活動計画策定の手引き」

業が示されている民間の活動計画です。この二つの計画が相互に連携し、地域

福祉の推進を支援していくものであり、いわば車の駆動輪の役目をもっていま

す。よって、今後の地域福祉の推進のため、計画の理念を共有し「地域福祉計

画」「地域福祉活動計画」を一体的に策定することにより、連携しながら住民

主体の地域コミュニティの醸成と地域福祉力の向上に努めていくこととします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社会福祉協議会

 

地域福祉活動計画
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地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コ

ミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して助け合いながら暮らすことので

きる社会

※厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部資料

美 郷 町

地域福祉計画

美郷町社会福祉協議会

地域福祉活動計画
連携

個
別
計
画
に
よ
る
具
体
的
施
策

民
間
の
活
動
計
画
・
施
策

美郷町地域福祉計画策定委員会
共通の理念と目標を共有し「地域福祉計画・地域福祉活

動計画」を策定する。

地域福祉力の向上を目指して

 

地域共生社会
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― 基本理念 ―  
「豊か」「快適」「交流」「活力」 
 

第２次美郷町総合計画

第２期美郷町地域福祉計画
美郷町社会福祉協議会

 
 

第３期地域福祉活動計画

― 基本理念 ―  
「地域福祉力の向上」 

 
― 基本目標 ―  

「セルフケアの推進」 ひとづくり  【自助】 
「地域包括ケアの推進」 拠点づくり  【互助】【共助】 
「地域共生社会の推進」 ネットワークづくり 

【互助】【共助】【公助】 
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― 基本理念 ―  
「豊か」「快適」「交流」「活力」 
 

第２次美郷町総合計画

第２期美郷町地域福祉計画
美郷町社会福祉協議会

 
 

第３期地域福祉活動計画

― 基本理念 ―  
「地域福祉力の向上」 

 
― 基本目標 ―  

「セルフケアの推進」 ひとづくり  【自助】 
「地域包括ケアの推進」 拠点づくり  【互助】【共助】 
「地域共生社会の推進」 ネットワークづくり 

【互助】【共助】【公助】 
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セルフケア推進方針 

４ 計画の期間

「地域福祉計画」「地域福祉活動計画」は、平成２８年度から３３年度までの 
６年とします。 

 
 

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ３２ ３３ ３４

第２期美郷町地域福祉活動計画

美郷町地域福祉計画

美郷町障害者計画 

第６期介護保険事業計画 

高齢者福祉計画 

第４期美郷町障害福祉計画 

第２期美郷町地域福祉計画

美郷町

総合計画

第２次美郷町総合計画

（後期）

 

第２次美郷町総合計画

（前期）

美郷町高齢者福祉計画 

第２期美郷町障害者計画 

第５期美郷町障害福祉計画 第６期美郷町障害福祉計画  

介護保険事業計画 

 

 

第７期介護保険事業計画 

 

障害福祉計画 

 

年度 

美郷わらしっこプラン 

 

美郷町子ども・子育て支援事業計画 

健康みさと 21 

 

健康みさと２１ 

第３期美郷町地域福祉活動計画
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１ 人口・世帯の現状

（１）人口と世帯

本町の人口は、２０１５年（平成２７年）国勢調査では２０，２７９人で、

２０１０年の５年間で１，３９５人減少しています。

また、国立社会保障・人口問題研究所の推計（平成２５年３月）によると、

本町の将来人口は２０２５年（平成３７年）には１７，３２０人（平成２７年

比１４．６％減）２０３５年（平成４７年）には１４，６５３人（同比２７．

７％減）になると予測されています。

人口と世帯数の推移 （単位：人、世帯）

（２０１5 年は国勢調査による実数値、２０２０年から２０３５年までは国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将

来推計人口（平成２５年３月推計）」による推計地及び美郷版総合戦略の数値） 

将来推計人口グラフ

第２章 美郷町の現状 
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（２）年齢別人口の推移

１５歳未満は、平成１７年２，７６７人（１２．０％）に対し、平成２７年

には２，０９４人（１０．３％）となり、６７３人（２４．３％）減少してい

ます。また、６５歳以上は平成１７年６，８３１人（２９．７％）に対し平成

２７年には７，１６１人（３５．３％）となり、３３０人（４．８％）増加し

ています。

１５歳から６４歳の生産年齢人口は平成１７年１３，４３３人（５８．３％）

に対し平成２７年は１１，０２４人（５４ ４％）で２，４０９人（１７．９％）

減少しています。

人口構成の割合は、男女ともに６０～６４歳が最も高い割合となっています。
（単位：人）

（資料：平成 年 年国勢調査、平成 年～ 年は住民基本台帳）

※総人口から年齢不詳を除く

（資料：平成 年 年国勢調査、平成 年～ 年は住民基本台帳）

平成17年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

年齢別人口割合の推移

７５歳以上

６５～７４歳

４０～６４歳

１５～３９歳

１５歳未満

区 分 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年

１５歳未満

１５～３９歳

４０～６４歳

６５歳以上

うち前期高齢者

６５～７４歳

うち後期高齢者

７５歳以上

総 人 口

■年齢別人口割合の推移 

（％） 
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（資料：平成 年国勢調査）

（３）行政区別人口、年少人口 歳未満 、老年人口（６５歳以上）の推移

【千畑地区】

平成１８年と平成２８年の３月３１日時点の人口を比較すると全ての行政

区で減少しています。最も人口減少率が高かったのは大柳地区２５． ％（５

８人）次いで一丈木地区２１．３％（７９人）です。また、６５歳以上の割

合を比較すると、最も高かったのは、特別養護老人ホームのある本堂東部地

区４４．３％、次いで本堂中部地区４３．２％最も低かったのは第一暁地区

２６．２％次いで塚地区２７．１％となっています。 （単位：人・％）

10 5 5 10
0～4歳
5～9歳

10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85～89歳
90～94歳
95～99歳

100歳以上
年齢・性別にみる人口構成

女（％）

男（％）

人口 年少人口 老年人口
65歳以上の

割合
人口 年少人口 老年人口

65歳以上の

割合
人口 増減率

千屋北部 △ 29 △ 11.9

千屋中部 △ 47 △ 15.4

千屋南部 △ 35 △ 15.2

小荒川 △ 59 △ 18.4

土崎南部 △ 34 △ 11.3

土崎北部 △ 57 △ 9.5

本堂東部※ △ 78 △ 15.4

本堂中部 △ 28 △ 12.8

本堂西部 △ 43 △ 15.0

元本堂南部 △ 25 △ 8.0

元本堂北部 △ 57 △ 20.7

黒沢 △ 60 △ 16.8

大坂 △ 37 △ 14.1

善知鳥 △ 28 △ 16.3

一丈木 △ 79 △ 21.3

第一暁 △ 16 △ 5.4

第二暁 △ 26 △ 13.2

比較
行政区名

平成１８年 平成２８年

■年齢・性別にみる人口構成 
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（資料：平成 年国勢調査）

（３）行政区別人口、年少人口 歳未満 、老年人口（６５歳以上）の推移

【千畑地区】

平成１８年と平成２８年の３月３１日時点の人口を比較すると全ての行政

区で減少しています。最も人口減少率が高かったのは大柳地区２５． ％（５

８人）次いで一丈木地区２１．３％（７９人）です。また、６５歳以上の割

合を比較すると、最も高かったのは、特別養護老人ホームのある本堂東部地

区４４．３％、次いで本堂中部地区４３．２％最も低かったのは第一暁地区

２６．２％次いで塚地区２７．１％となっています。 （単位：人・％）

10 5 5 10
0～4歳
5～9歳

10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85～89歳
90～94歳
95～99歳

100歳以上
年齢・性別にみる人口構成

女（％）

男（％）

人口 年少人口 老年人口
65歳以上の

割合
人口 年少人口 老年人口

65歳以上の

割合
人口 増減率

千屋北部 △ 29 △ 11.9

千屋中部 △ 47 △ 15.4

千屋南部 △ 35 △ 15.2

小荒川 △ 59 △ 18.4

土崎南部 △ 34 △ 11.3

土崎北部 △ 57 △ 9.5

本堂東部※ △ 78 △ 15.4

本堂中部 △ 28 △ 12.8

本堂西部 △ 43 △ 15.0

元本堂南部 △ 25 △ 8.0

元本堂北部 △ 57 △ 20.7

黒沢 △ 60 △ 16.8

大坂 △ 37 △ 14.1

善知鳥 △ 28 △ 16.3

一丈木 △ 79 △ 21.3

第一暁 △ 16 △ 5.4

第二暁 △ 26 △ 13.2

比較
行政区名

平成１８年 平成２８年

■年齢・性別にみる人口構成 
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【千畑地区 つづき】 （単位：人・％）

【六郷地区】

平成１８年と平成２８年の３月３１日時点の人口を比較すると全ての行政区

で減少しています。最も人口減少率が高かったのは中村地区３４．０％（３２

人）次いで七滝地区３３ ０％（２９人）です。また、６５歳以上の割合を比較

すると、最も高かったのは、大町地区４５．３％、次いで下鑓田地区４４．５％

最も低かったのは小安門団地地区７．４％次いで新町地区２６．７％となって

います。 （単位：人・％）

人口 年少人口 老年人口
65歳以上の

割合
人口 年少人口 老年人口

65歳以上の

割合
人口 増減率

上畑屋 △ 72 △ 15.6

下畑屋 △ 19 △ 10.8

羽貫谷地 △ 34 △ 20.2

塚 △ 10 △ 2.4

安城寺上 △ 52 △ 17.6

安城寺下 △ 30 △ 16.3

中野 △ 35 △ 14.1

湯竹 △ 12 △ 7.1

大畑 △ 31 △ 14.2

大柳 △ 58 △ 25.1

善元寺 △ 41 △ 19.1

外川原 △ 55 △ 17.0

計 △ 752 △ 9.0

資料：住民基本台帳（各年３月３１日）

比較
行政区名

平成１８年 平成２８年

※特別養護老人ホームのある行政区　本堂東部地区

人口 年少人口 老年人口
65歳以上の

割合
人口 年少人口 老年人口

65歳以上の

割合
人口 増減率

大町 △ 38 △ 12.5

上町 △ 22 △ 17.3

荒町 △ 39 △ 16.4

古町 △ 25 △ 17.1

新町 △ 31 △ 4.5

赤城 △ 16 △ 5.9

米町 △ 32 △ 18.2

馬町 △ 18 △ 10.7

西高方町 △ 41 △ 12.0

琴平 △ 45 △ 22.1

東高方町 △ 1 △ 0.4

旭町 △ 41 △ 8.0

本道町 △ 67 △ 21.0

宝門町 △ 4 △ 3.0

小安門団地 △ 31 △ 20.4

上鑓田 △ 42 △ 7.6

中鑓田 △ 24 △ 15.5

平成２８年平成１８年 比較
行政区名

資料：住民基本台帳（各年 3 月 31 日） 
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【六郷地区 つづき】 （単位：人・％）

【仙南地区】

平成１８年と平成２８年の３月３１日時点の人口を比較すると六郷字金堂地

区が編入となった都野地区、中前郷地区、米ノ口地区以外の行政区で減少してい

ます。最も人口減少率が高かったのは百目木地区２７ ８％（２７人）次いで長

岡森地区２７．１％（２３人）です。また、６５歳以上の割合を比較すると、最

も高かったのは、特別養護老人ホームのある御前地区５０．０％、次いで上菻沢

地区４５．７％、最も低かったのは都野地区６．３％次いで森先地区１４．８％

となっています。 （単位：人・％）

人口 年少人口 老年人口
65歳以上の

割合
人口 年少人口 老年人口

65歳以上の

割合
人口 増減率

下鑓田 △ 22 △ 16.7

本館 △ 16 △ 11.4

大荒田 △ 35 △ 23.5

浮池 △ 17 △ 17.2

遠槻 △ 12 △ 13.8

野中 △ 26 △ 10.4

押切紀の国 △ 14 △ 6.4

細筑 △ 15 △ 15.6

雀柳 △ 12 △ 20.7

北雀柳 △ 1 △ 3.6

関田 △ 22 △ 13.2

中村 △ 32 △ 34.0

田の尻 △ 7 △ 5.0

一ツ屋 △ 13 △ 15.1

四天地 △ 21 △ 28.8

荒川 △ 22 △ 16.9

七滝 △ 29 △ 33.0

四ツ屋 △ 8 △ 19.0

明田地(六郷） △ 4 △ 6.1

作山※ △ 10 △ 4.7

計 △ 855 △ 12.1

※特別養護老人ホームのある行政区　作山地区

行政区が再編された地区：新町、押切紀の国、細筑、中村

資料：住民基本台帳（各年３月３１日）

平成２８年平成１８年 比較
行政区名

人口 年少人口 老年人口
65歳以上の

割合
人口 年少人口 老年人口

65歳以上の

割合
人口 増減率

後三年 △ 76 △ 23.2

元村 △ 35 △ 19.6

四ツ谷 △ 17 △ 20.0

新田 △ 13 △ 19.7

本田 △ 11 △ 8.2

下夕堰 △ 10 △ 14.7

菅谷地 △ 8 △ 14.5

八卦・熊堂 △ 44 △ 26.2

行政区名
平成２８年平成１８年 比　　較
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【六郷地区 つづき】 （単位：人・％）

【仙南地区】

平成１８年と平成２８年の３月３１日時点の人口を比較すると六郷字金堂地

区が編入となった都野地区、中前郷地区、米ノ口地区以外の行政区で減少してい

ます。最も人口減少率が高かったのは百目木地区２７ ８％（２７人）次いで長

岡森地区２７．１％（２３人）です。また、６５歳以上の割合を比較すると、最

も高かったのは、特別養護老人ホームのある御前地区５０．０％、次いで上菻沢

地区４５．７％、最も低かったのは都野地区６．３％次いで森先地区１４．８％

となっています。 （単位：人・％）

人口 年少人口 老年人口
65歳以上の

割合
人口 年少人口 老年人口

65歳以上の

割合
人口 増減率

下鑓田 △ 22 △ 16.7

本館 △ 16 △ 11.4

大荒田 △ 35 △ 23.5

浮池 △ 17 △ 17.2

遠槻 △ 12 △ 13.8

野中 △ 26 △ 10.4

押切紀の国 △ 14 △ 6.4

細筑 △ 15 △ 15.6

雀柳 △ 12 △ 20.7

北雀柳 △ 1 △ 3.6

関田 △ 22 △ 13.2

中村 △ 32 △ 34.0

田の尻 △ 7 △ 5.0

一ツ屋 △ 13 △ 15.1

四天地 △ 21 △ 28.8

荒川 △ 22 △ 16.9

七滝 △ 29 △ 33.0

四ツ屋 △ 8 △ 19.0

明田地(六郷） △ 4 △ 6.1

作山※ △ 10 △ 4.7

計 △ 855 △ 12.1

※特別養護老人ホームのある行政区　作山地区

行政区が再編された地区：新町、押切紀の国、細筑、中村

資料：住民基本台帳（各年３月３１日）

平成２８年平成１８年 比較
行政区名

人口 年少人口 老年人口
65歳以上の

割合
人口 年少人口 老年人口

65歳以上の

割合
人口 増減率

後三年 △ 76 △ 23.2

元村 △ 35 △ 19.6

四ツ谷 △ 17 △ 20.0

新田 △ 13 △ 19.7

本田 △ 11 △ 8.2

下夕堰 △ 10 △ 14.7

菅谷地 △ 8 △ 14.5

八卦・熊堂 △ 44 △ 26.2

行政区名
平成２８年平成１８年 比　　較
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【仙南地区 つづき】 （単位：人・％）

人口 年少人口 老年人口
65歳以上の

割合
人口 年少人口 老年人口

65歳以上の

割合
人口 増減率

石柳 △ 32 △ 18.5

笹巻 △ 23 △ 15.3

大久保 △ 15 △ 14.4

万願寺 △ 14 △ 9.5

釜蓋 △ 6 △ 8.2

今泉 △ 54 △ 15.7

百目木 △ 27 △ 27.8

上千小町田 △ 34 △ 21.1

下千間谷地 △ 15 △ 14.4

町田 △ 19 △ 14.2

御前※2 △ 37 △ 11.8

上菻沢 △ 6 △ 14.6

下菻沢 △ 14 △ 10.2

山本 △ 34 △ 14.0

谷地川 △ 25 △ 17.5

中島・藤原 △ 14 △ 11.3

橋本 △ 13 △ 6.4

鶴水 △ 4 △ 2.4

上中野町 △ 26 △ 23.9

下中野町 △ 6 △ 4.4

佐野 △ 27 △ 14.6

天神堂 △ 34 △ 11.5

扇田 △ 24 △ 19.7

南町 △ 14 △ 6.0

上深井 △ 35 △ 10.1

駅前 △ 53 △ 16.6

都野※1

後三年鴻声の里 △ 8 △ 13.3

川原保 △ 8 △ 14.0

中関 △ 10 △ 7.6

谷地中（金沢） △ 21 △ 21.6

森先 △ 8 △ 22.9

上前郷 △ 12 △ 24.0

中前郷

下前郷 △ 8 △ 12.9

米ノ口

茨島 △ 14 △ 12.7

石神 △ 45 △ 13.9

野際 △ 38 △ 11.8

明田池（仙南） △ 2 △ 3.6

上野荒町 △ 36 △ 23.8

下野荒町 △ 9 △ 3.2

篭林 △ 30 △ 14.6

寺田 △ 26 △ 15.1

長岡森 △ 23 △ 27.1

計 △ 1026 △ 12.7

　　　　資料：住民基本台帳（各年３月３１日）

行政区が再編された地区：八卦・熊堂、石柳、笹巻、今泉、上千間谷地、山本、谷地川、中島・藤原、橋本、御前、天神堂、上深井、駅前、野際、寺田

行政区名
平成２８年平成１８年 比　　較

※1都野はH20に六郷字金堂が編入。※2特別養護老人ホームのある行政区　御前地区
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２ 地域福祉の現状 

（１）高齢者の現状 

総人口が減少している中で、高齢者（６５歳以上）の人口は増えています。

６５歳から７４歳未満の高齢者（以下、「前期高齢者」という）と７５歳以上

の高齢者（以下、「後期高齢者」という）は、平成７年に前期高齢者数が３，

５０１人、後期高齢者数が２，１２４人であったが、平成１７年には前期高齢

者が３，４０５人、後期高齢者が３，４２６人で前期高齢者数を上回っていま

す。

また、一般世帯に占める高齢者のいる世帯の割合は増え、うち高齢者のみの

世帯が平成１２年には８１５世帯、平成２７年には１，１８５世帯となり、３

７０世帯の増加となっています。

 

25,232 24,207 23,038
21,674

20,279

3,501 3,779

3,405 2,866 3,0012,124 2,652

3,426 3,985 4,160

0

5,000
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(人）

■

総 人 口
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(65歳～74歳)

後期高齢者

(75歳以上)

■高齢者世帯数の推移 (単位：戸）

高齢者単身
世帯

高齢者夫婦の
みの世帯

平成２２年

平成２７年
1,185（19.4%）

区　分 一般世帯数
高齢者(65歳以
上）のいる世帯

うち高齢者のみの世帯

（資料：国勢調査）

平成１２年

平成１７年

■高齢者数の推移 
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（２）介護保険の現状 

平成２７年の介護保険の認定者数は、１，４１９人で平成１８年と比較する

と２５２人（２１.６％）増加しています。 
平成２７年の要介護認定者数は、生活するうえで、部分的に手助けが必要な

状態の要介護１が２７６人（１９．５％）と最も多く、次いで要介護２の２５

６人（１８．０％）となっています。また、平成１８年と比較すると全てにお

いて介護が必要な状態の要介護４が５２人（２９．３％）、要介護５が２４人

（１２．６％）増えています。

■介護認定者数の推移
   

（単位：人）

区 分 要支援 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計

平成 年

平成 年

平成 年

平成 年

平成 年

平成 年

平成 年

平成 年

平成 年

平成 年

   
（資料：介護保険事業状況報告 （各年 月末））

（資料：介護保険事業状況報告）
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12.0

16.6

23.2

25.2

18.0
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要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

■介護認定の割合 
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（３）障害福祉の現状

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、知的障害者手帳の所持者は増加

傾向にあります。 

■身体障害者手帳所持者の推移   （単位：人） 
種別 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年

視 覚

聴覚平衡

音声言語

肢体不自由

内 部

合 計

（資料：秋田県身体障害者基礎調査（各年３月末））

     単位：人

等級 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年

１級

２級

３級

４級

５級

６級

合計

（資料：秋田県身体障害者基礎調査（各年３月末））

■知的障害者手帳所持者の推移
  

単位：人

判定 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年

Ａ

Ｂ

合計
（資料：秋田県知的障害児（者）現況調査（各年３月末））

■精神障害者手帳所持者の推移                                 単位：人) 

手帳 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年

１級

２級

３級

合計

受給者証 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年
所持者数

（資料：福祉保健課（各年３月末））
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     単位：人

等級 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年

１級

２級

３級

４級

５級

６級

合計
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■知的障害者手帳所持者の推移
  

単位：人

判定 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年

Ａ

Ｂ

合計
（資料：秋田県知的障害児（者）現況調査（各年３月末））

■精神障害者手帳所持者の推移                                 単位：人) 

手帳 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年

１級

２級

３級

合計

受給者証 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年
所持者数

（資料：福祉保健課（各年３月末））
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（資料：住民生活課） 

（４）児童福祉の現状 

出生数は、平成１８年が１４１人、平成１９年は１３８人でしたが、平成２０年

以降１２０人前後で推移しています。

■子どものいる世帯の状況       （単位：世帯） 

区 分 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年

子どものいる世帯

ひとり親世帯

（資料：福祉保健課調）

■認定こども園 
     

 就学前の子どもを対象とし、各地区に千畑なかよし園、六郷わくわく園、仙南すこや

か園を設置し、子どもの健全育成を図っています。利用者数は概ね減少しています。
単位：人

区 分 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年

箇所数

定員数

利用者数

利用者数／定員数

保育士・教諭等職員数

（資料；福祉保健課調）

平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年

（人）

■出 生 数
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■小学校 

平成２５年４月に千畑地区、仙南地区の小学校が統合し各地区に 小学校となっています。

児童数は概ね減少しています。 単位：人

区 分 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

箇所数

児童数

教諭等職員数

（資料；学校統計一覧）

■中学校

平成２４年４月に統合し 中学校となっています。児童数は概ね減少しています。
単位：人

区 分 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

箇所数

児童数

教諭等職員数

（資料；学校統計一覧）

■放課後児童クラブ 施設利用者数 
各地区に１施設あり、平成２７年度より利用対象者を小学１年から３年を６年までに拡

大を図り、共働きの親が安心して働ける環境づくりを図っています。

区 分 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年

箇所数

定員数

利用者数

利用者数／定員数

指導員等の職員数

（資料：福祉保健課調）

■もとだて児童館（～平成２５年度）・ みさとこども館（平成２６年度～）

小学生までの児童を対象に健全育成のための事業を行っています。平成２６年度からは場所

をみさとこども館に移転し事業を行っています。 単位：人

区 分 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年

箇所数

児童数

指導員等の職員数

※児童数は事業の参加者をいう。

（資料：福祉保健課調）

 

 

 

 

単位：人  



- 18 - 

 

■小学校 

平成２５年４月に千畑地区、仙南地区の小学校が統合し各地区に 小学校となっています。

児童数は概ね減少しています。 単位：人

区 分 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

箇所数

児童数

教諭等職員数

（資料；学校統計一覧）

■中学校

平成２４年４月に統合し 中学校となっています。児童数は概ね減少しています。
単位：人

区 分 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

箇所数

児童数

教諭等職員数

（資料；学校統計一覧）

■放課後児童クラブ 施設利用者数 
各地区に１施設あり、平成２７年度より利用対象者を小学１年から３年を６年までに拡

大を図り、共働きの親が安心して働ける環境づくりを図っています。

区 分 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年

箇所数

定員数

利用者数

利用者数／定員数

指導員等の職員数

（資料：福祉保健課調）

■もとだて児童館（～平成２５年度）・ みさとこども館（平成２６年度～）

小学生までの児童を対象に健全育成のための事業を行っています。平成２６年度からは場所

をみさとこども館に移転し事業を行っています。 単位：人

区 分 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 平成 年
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※児童数は事業の参加者をいう。

（資料：福祉保健課調）

 

 

 

 

単位：人  
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（単位：世帯） 

（５）生活保護の現状 

本町の生活保護の受給数は、平成２７年度１０９世帯１３４人となっています。 
保護率は、平成２７年度６．７％で全国１７．０％、秋田県１５．０％を下回って

います。

また、被保護世帯の世帯類型別で最も多いのは、高齢者世帯７９世帯で、うち単

身世帯７３世帯、２人以上世帯が６世帯となっています。

■保護世帯数と保護人員の推移

■被保護世帯の世帯類型別の状況（平成 年度平均）

区 分 単身世帯 人以上世帯

高齢者世帯 （ ） （ ）

母子世帯 － （ ）

傷病・障害者世帯 （ ） （ ）

その他の世帯 （ ） （ ）

計 （ ） （ ）※

保護世帯数

130 121 112 113 109

183
159

138 139 134

0

50

100

150

200

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

保護世帯数 保護人員

8.5 7.4 6.7 6.8 6.7

14.3 14.6 14.7 14.8 15.0 
16.2 16.7 17.0 17.0 17.0 

0

5

10

15

20

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

美郷町 秋田県 全国

※平均値のため必ずしも計は一致しない。 

■保護率の推移 

※保護率（人口千対）は、人口に占める保護人員数の割合に 乗じて算出した数値

 

（資料：秋田県） 
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３ 地域資源の状況 

（１）社会福祉施設等の状況 

高齢者福祉・介護事業所等 

施設または介護サービスの種類 事業所数

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） ３

介護老人保健施設 １

通所介護

介護予防通所介護
６

通所リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション
１

認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護
７

短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護
７

小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護
４

特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護
１

地域密着型

特定施設入居者生活介護
３

訪問介護

介護予防訪問介護
１２

訪問リハビリテーション

介護予防訪問リハビリテーション
１

訪問入浴介護

介護予防訪問入浴介護
２

訪問看護

介護予防訪問看護
２

介護予防支援事業 １

居宅介護支援 ５

福祉用具貸与

介護予防福祉用具貸与
２

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉用具販売
２

居宅療養管理指導

介護予防居宅療養管理指導
３

有料老人ホーム ６
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高齢者福祉・介護事業所等 

施設または介護サービスの種類 事業所数

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） ３

介護老人保健施設 １

通所介護

介護予防通所介護
６

通所リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション
１

認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護
７

短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護
７

小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護
４

特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護
１

地域密着型

特定施設入居者生活介護
３

訪問介護

介護予防訪問介護
１２

訪問リハビリテーション

介護予防訪問リハビリテーション
１

訪問入浴介護

介護予防訪問入浴介護
２

訪問看護

介護予防訪問看護
２

介護予防支援事業 １

居宅介護支援 ５

福祉用具貸与

介護予防福祉用具貸与
２

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉用具販売
２

居宅療養管理指導

介護予防居宅療養管理指導
３

有料老人ホーム ６
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児童福祉・子育て支援事業所等

施設の種類 事業所数

認定こども園 ３

小学校 ３

中学校 １

放課後児童クラブ ３

みさとこども館 １

障害者支援事業所等

障害福祉サービスの種類 事業所数

居宅介護・重度訪問介護 ７

同行援護 １

行動援護 ２

生活介護 ３

自立訓練（生活訓練） １

就労継続支援（ 型） ２

短期入所 ５

共同生活援助（グループホーム） ３

施設入所支援 １

移動支援事業 ３

地域活動支援センター事業 １

訪問入浴サービス事業 １

日中一時支援事業 ３
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（２）社会福祉団体等

○民生委員・児童委員、主任児童委員

○障害者相談員

○社会福祉協議会福祉委員

○ボランティア連絡会

○みさぽーと

○みさと地域見守りチーム
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（２）社会福祉団体等

○民生委員・児童委員、主任児童委員

○障害者相談員

○社会福祉協議会福祉委員

○ボランティア連絡会

○みさぽーと

○みさと地域見守りチーム
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１ 基本理念 
  

 
 

美郷町まちづくりの将来像  

いやしの郷・にぎわいの郷 豊かさを実感できるまち 美郷 

み んなで さ っとずつ もっ と いい 町 へ 

 

いやしの郷 毎日の生活で心の安らぎを感じることができ、住んでよかっ

た、住みつづけたいと思える郷 

にぎわいの郷 活動やまちづくりに参画し、活発な人の流れとつながりが生

まれる郷 

豊かさを実感できるまち 豊かな自然や文化、暮らしなどを再認識し、『わ

が町美郷』に誇りを持てるまち 

 

まちづくりの目標 

生活がうるおう ― 快適さを実感できるまち 
自然がかがやく ― 豊かな環境がひろがるまち 
心身がやすらぐ ― 豊かな心で健やかに過ごせるまち 
喜びがひろがる ― 豊かで活力を生み育むまち 
人がふれあう ― 交流でにぎわいと笑顔あふれるまち 
活力がうまれる ― 活力と働くよろこびが満ちるまち 
共助がねづく ― 快適で安全・安心に暮らせるまち 
協働ですすむ ― 安定した行政経営のまち 

 

 第２次美郷町総合計画 

地域福祉施策推進の方向第３章
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基本理念「地域福祉力の向上」 

第２次美郷町総合計画における町づくりの将来像は、「いやしの郷・にぎ

わいの郷 豊かさを実感できるまち 美郷」と定めています。いやし・にぎ

わい・豊かさの実感は、自助・互助・共助・公助の推進からも見出すことが

できます。かつては地縁的なつながりにより、互助、共助が保たれてきまし

たが、結び付きの弱まりに伴い、社会生活上の困難が増加してきました。制

度では提供できない、支援できない多種多様な地域のニーズをどのようにし

て拾い、解決にむけていくか、大きな課題となっています。「地域福祉」と

はその地域に住むみんなのしあわせのことです。今般、一億総活躍社会づく

りが進められています。若者も、高齢者も、女性も、男性も、障害のある方

も、一人ひとりが家庭や地域や職場で自分の力を発揮し、生きがいのもてる

社会の実現を目指すものです。地域福祉においても、誰もが自分らしく活躍

できる地域コミュニティを育成し、地域のあらゆる住民が役割を持ち、公的

な福祉サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる「地域共生社

会」の実現を目指します。そのためには、「他人事」になりがちな地域づく

りを地域住民が「我が事」として主体的に取り組んでいく仕組みを作るとと

もに、福祉行政では、地域づくりの取組の支援と、関係機関へのつなぎを含

めた「丸ごと」の総合相談支援の体制整備を進めていかなければなりません。

誰もが住みなれた地域で、自分らしく、安心して生活を続けることができる

よう、「地域福祉力の向上」を理念に掲げ、支え合いの地域づくり（地域コ

ミュニティづくり）を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
地域で援護を必要とする人やその家族が、住みたい地域で生活を続けることができ

るように、地域住民が自発的に援助を行う相互に結び合った支え合いの地域社会。

自助：個人や家族が自らの力で問題を解決すること

互助：隣近所をはじめ地域が連携して生活課題を解決すること

共助：制度化された相互扶助

公助：公的サービス、社会福祉

地域コミュニティ（自助・互助・共助・公助）
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りが進められています。若者も、高齢者も、女性も、男性も、障害のある方

も、一人ひとりが家庭や地域や職場で自分の力を発揮し、生きがいのもてる

社会の実現を目指すものです。地域福祉においても、誰もが自分らしく活躍

できる地域コミュニティを育成し、地域のあらゆる住民が役割を持ち、公的

な福祉サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる「地域共生社

会」の実現を目指します。そのためには、「他人事」になりがちな地域づく

りを地域住民が「我が事」として主体的に取り組んでいく仕組みを作るとと

もに、福祉行政では、地域づくりの取組の支援と、関係機関へのつなぎを含

めた「丸ごと」の総合相談支援の体制整備を進めていかなければなりません。

誰もが住みなれた地域で、自分らしく、安心して生活を続けることができる

よう、「地域福祉力の向上」を理念に掲げ、支え合いの地域づくり（地域コ

ミュニティづくり）を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
地域で援護を必要とする人やその家族が、住みたい地域で生活を続けることができ

るように、地域住民が自発的に援助を行う相互に結び合った支え合いの地域社会。

自助：個人や家族が自らの力で問題を解決すること

互助：隣近所をはじめ地域が連携して生活課題を解決すること

共助：制度化された相互扶助

公助：公的サービス、社会福祉

地域コミュニティ（自助・互助・共助・公助）
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２ 基本目標 

新たな社会問題への対応も含め、複雑多様化する住民のニーズに的確に対応

できる地域社会の形成が大切です。そのため、福祉行政の役割がますます重要

になるとともに、理念に掲げた「地域福祉力の向上」は、地域住民の自主的な

助け合いが、最も重要で効果的な手段であるといことも疑う余地はありません。

そして、その具体的推進に際しては、多種多様な主体の関わりが必要不可欠で

あるともいえます。住民や地域ニーズの正確な把握や意思や個人の権利の保障、

ひとり親家庭や障がいのある方を含めた包括的な支援と子育てにかかる支援、

生活困窮者等の自立の支援など要援護者支援のための総合的なケア体制を目

指し、住民や事業者、関係機関、団体等へ働きかけるとともに、資源の有効活

用、不足している資源、サービスの創出などについても調整を図っていくこと

が大切と考えます。「福祉課題の解決を地域が担う」「制度の狭間への取組」

「地域包括ケアシステムの構築」といった方向性を具体化するためには、従来

からの個別対応に加え、総合的かつ中長期的にわたって取り組むしくみを定着

させていくことが欠かせません。こうした観点から、計画を推進するための「ひ

とづくり」「拠点づくり」「ネットワークづくり」を構想し、「つながり」を

もった取組を推進するため、次の３点を基本目標として重点的に取り組みます。 

 

○セルフケアの推進（ひとづくり）【自助】 
一人ひとりが、地域に関心をもち、「他人事」になりがちな地域づくりを「我

が事」として捉え、自分を見つめ、自分に何ができるかを考えることができる

よう、自立を支援しスキルアップを図ります。 

○地域包括ケアの推進（拠点づくり）【互助】【共助】 
子どもはもちろん、高齢者も障がいのある方も、誰もが安心して自分らしく

生活するために、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら活躍でき

る地域コミュニティを育成し、地域包括ケアの体制を推進していきます。 

○地域共生社会の推進（ネットワークづくり）【互助】【共助】【公助】 
全ての住民の健やかな暮らしを守り「地域共生社会」を実現させるために、

地域づくりの取組の支援と、関係機関へのつなぎも含めた「丸ごと」の総合相

談支援の体制整備を進め、地域福祉力の向上を推進していきます。 
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〇 住民参加の基盤づくり 
〇 共に生きる社会づくり 
〇 男女共同参画 
〇 福祉文化の創造 ※平成 14 年 社会保障審議会福祉部会 

 

地域福祉推進の理念（住民参加のめざすべき姿）

ニーズに応じた住宅が提供されることを基本とした上で、生活上の安全・安心・健康

を確保するために医療や介護のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービ

スが日常生活の場（日常生活圏域）で適切に提供できるような地域での体制

※平成 年 月 「地域包括ケア研究会報告書～今後の検討のための論点整理～」）

地域包括ケアシステム
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３ 取組の方向性 

 

基 本 目 標 重点施策 取組の方向性

 
セルフケアの推進 

（ひとづくり）【自助】 
 
一人ひとりが、地域に関心を 

もち自分を見つめ、「他人事」に

なりがちな地域づくりを「我が

事」として捉え、自分に何がで

きるかを考えることができるよ

う、自立を支援しスキルアップ

を図ります。 
 

人材育成

住民参加の促進

 

自己研鑽の推奨

自己決定と意思決定の支援 

相談支援体制の充実 

福祉教育の推進

社会参加の支援・促進

 
地域包括ケアの推進 

（拠点づくり） 
【互助】【共助】 

 
 
子どもはもちろん、高齢者も 

障がいのある方も、誰もが安心

して自分らしく生活するために

地域のあらゆる住民が役割を持

ち、支え合いながら活躍できる

地域コミュニティを育成し、地

域や関係機関が連携して生活 
を支えるための地域包括ケアの 
体制を推進していきます。 
 

福祉サービスの充実 
 
福祉サービスの適切な利用

の促進 
 
新たな地域ニーズへの対応 
 
生活困窮者等対策 

サービス基盤の整備

サービスの質の向上

関係機関の連携の推進

多職種連携・他世代交流・多機能型拠点

情報提供体制の整備

相談窓口のワンストップ化

インフォーマルな活動の推進

権利擁護事業の推進

新たな支援策の開発

 
地域共生社会の推進 
（ネットワークづくり） 
【互助】【共助】【公助】 
 
全ての住民の健やかな暮らし

を守り「地域共生社会」を実現

させるために、地域づくりの取

組の支援と、関係機関へのつな

ぎも含めた「丸ごと」の総合相

談支援の体制整備を進め、地域

福祉力の向上を推進していきま

す。 
 

連携 
 
団体育成 
 
災害時体制整備 
 
生活環境整備 
 
社会福祉を目的とする事業

の健全な育成 

地域の見守り体制

多職種・多業種・地域の連携

地域福祉に関連する人材の育成

ＮＰＯ、ボランティア団体等育成

要援護者支援対策（個別台帳）

避難行動支援計画（個別計画）

バリアフリー化の推進 
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４ 施策の具体的方向性 

高齢者福祉 

「住み慣れた地域で安心して暮らせる環境づくり」 

１．介護サービス基盤の整備 
２．介護サービスの質の向上 
３．介護予防の推進 
４．認知症施策の推進 
５．地域包括ケアシステムの構築 
６．高齢者の積極的な社会参加の推進 
７．介護保険対象外サービスによる支援 

 

障害者福祉 

「住み慣れた地域で自分らしい生き方ができる社会の実現」 

１．身近で気軽に支援を受けることができる体制づくり 
２．いきいきと社会参画できる環境づくり 
３．共に生きる環境づくり 
４．自己決定と意思決定の支援 
５．相談支援体制の充実 
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５．一人ひとりの特性に配慮したきめ細かい支援の充実 
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４ 施策の具体的方向性 
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３．介護予防の推進 
４．認知症施策の推進 
５．地域包括ケアシステムの構築 
６．高齢者の積極的な社会参加の推進 
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３．共に生きる環境づくり 
４．自己決定と意思決定の支援 
５．相談支援体制の充実 
６．サービス提供体制の整備 

 

児童福祉 

「子どもと子育て家庭を地域社会全体で支援していくまちづくり」 
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生活困窮者等支援 

「困難を抱えている家庭への適切な支援」 

１．身近な相談支援体制の充実 
２．相談窓口の機能の充実 
３．アウトリーチ体制の構築 

 

要援護者等支援 

「要援護者等支援活動の推進」 

１．要援護者等個別調査の継続 
２．恒常的な要援護者の見守り 
３．災害時等緊急時の連絡体制の確立 
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第４章 地域福祉活動計画

１ 計画策定の趣旨

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせることは地域住民の共通の

願いであり、住民自らが主体となって互いに助け合い、支えあい、生活

を総合的に支援するための地域における充実・強化が求められています。

この地域住民相互の助け合い・支えあいの地域づくりを住民一人ひとり

が主体となって組織的にかつ継続性を持って取り組むための民間の活

動・行動計画が「地域福祉活動計画」です。

美郷町社会福祉協議会では、「地域で暮らす誰もが安心して暮らせる

まち（地域）づくり」を目指し、平成１９年度を初年度とする「地域福

祉活動計画」を策定しました。平成２８年度に「第２期地域福祉活動計

画」が終了することから、地域における活動状況や課題等の把握・検討

を行うとともに、町が策定する行政計画「第２期地域福祉計画」（平成

２８年度～平成３３年度）との整合性を図り、一体的に「第３期地域福

祉活動計画」を策定しました。

２ 取り組みの体系

誰もが住み慣れた地域で、自分らしく、安心して生活を続けることが

できるよう６つの取り組み目標により、支えあいの地域づくり（地域コ

ミュニティづくり）を目指します。

基本目標「セルフケアの推進」

地域における出会いとつながりの場をつくり交流活動を活性化させ、

地域において「絆」や「つながり」を持ち続けることができるよう、

一人ひとりが地域に関心を持ち、自立生活を営む力・お互いを支えあ

う力の理解を深めます。

○取り組み目標１ 「地域福祉を支えるひとづくり」

○取り組み目標２ 「住民参加ふれあい支援」
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基本目標「地域包括ケアの推進」

誰もが安心して安全に暮らせるために、福祉サービスの適切な利用

ができる体制づくりを進めます。

相談関係機関の情報共有により相談ネットワークシステム体制の充

実強化、顔の見えるつながりあえる多職種協働による支援体制の連携

システムづくりを進めます。

○取り組み目標３ 「安心な暮らしを支える体制づくり」

○取り組み目標４ 「地域福祉トータルケア推進事業の強化」

基本目標「地域共生社会の推進」

ネットワーク活動を基盤にアウトリーチ（地域に出向く）を徹底し、

住民同士がその解決に向けた新たな生活支援活動を開発・行動できる

体制の取り組みを強化します。

地域での「気づき」を「つなぐ」見守り支えあい活動を強化し、地

域・住民・関係機関の協力による災害支援ネットワーク機能の強化を

図ります。

○取り組み目標５ 「ともに支えあう地域づくり」

○取り組み目標６ 「組織財政基盤の整備」



実施事業

福祉座談会

社会福祉大会

福祉教育活動推進事業

地域住民グループ支援事業

単身老人日帰り旅行

介護者交流事業

生きがい活動支援通所事業

老人福祉センター「雁が音苑」受託管理

総合相談事業

日常生活自立支援事業

福祉あんしん電話事業

配食サービス事業

一斉除排雪活動事業

出張理容補助券の交付

介護用品支給事業

移送サービス事業

防火点検

地域子育て応援事業

たすけあい資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業

居宅介護支援事業

訪問介護事業

訪問入浴介護事業

障がい者福祉事業

相談支援事業（障がい者・障がい児）

デイサービス事業

フォローアップ事業

生活支援コーディネーター事業

まめだ屋運営事業

緊急一時支援事業　

セーフティネット事業

ネットワーク活動の推進

要援護者実態調査

在宅介護支援センター（千畑地区）

ケア会議

ボランティアセンター運営事業

みさと福祉センターの管理・運営

罹災世帯等法外援護事業

広報活動の推進

お元気ハガキ事業

理事会・評議員会・監事会

委員会

福祉委員会議

役員・職員研修

忌明け・快気祝いのハガキ印刷

共同募金会事業への協力
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組織財政
基盤の整備

地域福祉を
支える

ひとづくり

住民参加
ふれあい支援

安心な暮らしを
支える体制づくり

地域福祉
トータルケア

推進事業の強化

ともに支えあう
地域づくり

重点
施策

・福祉サービスの充実
・福祉サービスの適切な
　利用の促進
・新たな地域ニーズへの
　対応
・生活困窮者等対策

計画の体系図

・連携
・団体育成
・災害時体制整備
・生活環境整備
・社会福祉を目的とす
　る事業の健全な育成

重点
施策

基本
目標

地域包括ケアの推進
（拠点づくり）

【互助】【共助】

基本
目標

地域共生社会の推進
（ネットワークづくり）

【互助】【共助】【公助】
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　 　◆財源について

自主……社会福祉協議会会費や寄附金、介護保険事業収入などを基に実施する事業

共配……赤い羽根共同募金の配分金を基に実施する事業
受託……町や県社会福祉協議会からの受託を受けて実施する事業
補助……町からの補助金で実施する事業

　　 ◆年次計画について　：　実施→、　検討◎、　見直し△、　廃止■

取り組み目標 １ ： 地域福祉を支えるひとづくり

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → ◎△→ → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → →◎ → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 △→ → → → ○

取り組み
町内各校へ福祉教育活動促進のための助成金交付を継続します。
福祉教育活動推進事業連絡協議会を通じ、学校との連携を強化し児童・生徒の福祉
意識の高揚を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・小学校 ・中学校 ・高等学校

№事業名 3  福祉教育活動推進事業

事業内容
町内各学校のＪＲＣ活動を推進し協力、福祉意識の高揚を図ります。各学校へ福祉
活動推進の助成金を交付します。

取り組み
新たな取り組みや趣向を凝らした内容を検討し、町民から参加してみたいと思われ
る充実した魅力ある大会を目指します。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・全町民

№事業名 2  社会福祉大会

事業内容
大会を通し社会福祉協議会活動への理解を深め、支えあい共に生きるまちづくりの
福祉意識の高揚を図ります。

事業内容
地域住民と膝を交えながら地域の問題・課題等について話し合い、地域における生
活課題の把握に努めるとともに、社会福祉協議会事業への理解を深め地域福祉活動
の充実を図ります。

取り組み
関心の持てる座談会チラシを作成し、地域の問題・課題を探りながら、住民の意見
等を事業に反映するほか、社会福祉協議会事業の理解促進を図っていきます。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・福祉委員
・ふれあいサロン世話人
・民生児童委員

　３　具体的な事業・活動内容
　　

　　 社会福祉協議会が実施している事業や今後実施を計画する取り組みごと

　　に、その具体的な内容や年次計画・財源・主な協働体制は次のとおりです。

基本目標　：　セ ル フ ケ ア の 推 進

№事業名 1  福祉座談会
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29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → → → → ○ ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → → → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 →◎ → →◎ → ○

取り組み
対象者の変動が多いうえ参加者も少なく、これまでの事業に代わるより参加しやす
い事業を検討していきます。
介護者が日程調整しやすいように周知方法を工夫し、参加者の増加を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・居宅介護支援事業所
・訪問介護事業所
・介護福祉施設
・在宅介護支援センター

№事業名 6  介護者交流事業

事業内容
在宅において、要介護度４以上の方を介護している家族を対象とし、介護者同士の
交流により親睦と心身のリフレッシュを図ります。

取り組み
高齢者同士の交流を図り、地域での孤立を予防します。
移動困難な参加者も増えてきており、参加しやすい内容や開催場所・乗車場所を設
定し、より多くの方が参加できるように実施します。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・配食サービスボランティア
・居宅介護支援事業所

№事業名 5  単身老人日帰り旅行

事業内容
単身老人を対象とした日帰り旅行を実施し、仲間づくりをしながら、お互いの交流
を図ります。

事業内容
実施地区に助成金を交付し、地域の会館等を会場にして地域のボランティアが自主
的に運営し、地域の高齢者の生きがい作りや孤独感の解消、閉じこもりの防止を図
ります。

取り組み
介護予防に限らず、男女とも気軽に参加できるサロンを目指します。
提出書類やサロン運営のアドバイス等を行いリーダーの負担を軽減し、継続的なサ
ロン活動ができるよう支援していきます。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・サロン世話人・町内会
・福祉委員 ・民生児童委員
・介護予防等関係機関

取り組み目標 2　：　住民参加ふれあい支援

№事業名 4  地域住民グループ支援事業
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29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → → → → ○ ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → → → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 →◎ → →◎ → ○

取り組み
対象者の変動が多いうえ参加者も少なく、これまでの事業に代わるより参加しやす
い事業を検討していきます。
介護者が日程調整しやすいように周知方法を工夫し、参加者の増加を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・居宅介護支援事業所
・訪問介護事業所
・介護福祉施設
・在宅介護支援センター

№事業名 6  介護者交流事業

事業内容
在宅において、要介護度４以上の方を介護している家族を対象とし、介護者同士の
交流により親睦と心身のリフレッシュを図ります。

取り組み
高齢者同士の交流を図り、地域での孤立を予防します。
移動困難な参加者も増えてきており、参加しやすい内容や開催場所・乗車場所を設
定し、より多くの方が参加できるように実施します。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・配食サービスボランティア
・居宅介護支援事業所

№事業名 5  単身老人日帰り旅行

事業内容
単身老人を対象とした日帰り旅行を実施し、仲間づくりをしながら、お互いの交流
を図ります。

事業内容
実施地区に助成金を交付し、地域の会館等を会場にして地域のボランティアが自主
的に運営し、地域の高齢者の生きがい作りや孤独感の解消、閉じこもりの防止を図
ります。

取り組み
介護予防に限らず、男女とも気軽に参加できるサロンを目指します。
提出書類やサロン運営のアドバイス等を行いリーダーの負担を軽減し、継続的なサ
ロン活動ができるよう支援していきます。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・サロン世話人・町内会
・福祉委員 ・民生児童委員
・介護予防等関係機関

取り組み目標 2　：　住民参加ふれあい支援

№事業名 4  地域住民グループ支援事業
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29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 ◎→ → → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → → → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → →◎ → → ○ ○

事業内容

日常生活のあらゆる相談に応じ、町民生活の安定を図ります。
専任相談員７名を委嘱し、みさと福祉センターを相談会場として毎週水曜日、午前
９時３０分から１２時まで開設。必要に応じて弁護士による相談を実施。また、町
内の相談機関等と連携を図り、「まちかど相談」も実施します。

取り組み

ふれあい相談・弁護士相談・まちかど相談を継続実施します。
各種専門職等との多職種連携による更なるネットワークの体制機能の強化を図りま
す。生活困窮者や閉じこもり・若者の非就労者についても相談機関・専門職等と連
携し、相談者の支援を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・県町相談関係機関
・町関係機関 ・警察 ・弁護士
・民生児童委員 ・ハローワーク
・若者サポートステーション
・その他関係機関

基本目標　：　地  域  包  括  ケ  ア  の  推  進

取り組み目標３：安心な暮らしを支える体制づくり

№事業名 9  総合相談事業

取り組み
高齢者の健康を増進し、教養を高め生きがい活動を支援します。
仙南地区の生きがい活動支援通所事業を継続実施します。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町関係機関

№事業名 8 老人福祉センター「雁が音苑」受託管理

事業内容
高齢者の健康を増進し、教養を高め高齢者ができる限り介護状態に陥ることなく、
健康で生き生きとした生きがい活動の増進を図ります。

取り組み
３地区での実施を継続し、通所により要介護状態への進行を予防、安心・安全・無
事故での事業を推進します。
利用者の相談に対応できるよう業務体制を整備します。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町関係機関　・民生児童委員
・居宅介護支援事業所
・在宅介護支援センター

№事業名 7  生きがい活動支援通所事業

事業内容
おおむね65歳以上の介護認定を受けていない高齢者を対象として、通所により各種
サービスを提供し、社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図り、要介護状態へ
の進行を予防します。
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29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

実施
方式
変更

△→ ◎→ → → ○ ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → → → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 →◎ →◎ →◎ →◎ ○

取り組み
栄養バランスのとれた食事を提供するとともに、ふれあいと安否確認を意識した配
達により見守り活動の強化を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町関係機関 ・民生児童委員
・配達ボランティア
・居宅介護支援事業所
・在宅介護支援センター

№事業名 12  配食サービス事業

事業内容
調理を行なうことが困難な高齢者等を対象に、栄養バランスのとれた食事の提供と
安否確認を行ないます。

取り組み
協力員・民生児童委員・介護支援専門員・消防署・県社会福祉協議会等と連携を密
にしながら対応し、設置者の安心安全な暮らしを支援します。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・民生児童委員 ・協力員
・県社会福祉協議会
・消防 ・警察 ・町関係機関
・居宅介護支援事業所

№事業名 11  福祉あんしん電話事業

事業内容
単身世帯・高齢者世帯・身障世帯に対し、ふれあい安心電話を貸与し、２４時間体
制での相談や必要に応じ消防署とも連携し緊急システムの整備を図り、安心安全な
暮らしを支援します。

取り組み

実施方式変更（基幹的社会福祉協議会から市町村社会福祉協議会への移行）に伴
い、「福祉生活サポートセンター」設置に向け移行作業を不備なく進め、利用者預
貯金の適正な業務管理を徹底します。
対応困難な利用者や多額の預貯金等を有している利用者については、市民・成年後
見制度へスムーズに移行できるよう関係機関と連携を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・県社会福祉協議会
・福祉施設
・民生児童委員
・居宅介護支援事業所

№事業名 10 日常生活自立支援事業

事業内容
判断能力が弱まってきた高齢者等を対象に、福祉サービスの利用援助や日常的金銭
の管理を行ない、住み慣れた地域で安心して在宅生活が送れるように支援します。
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29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

実施
方式
変更

△→ ◎→ → → ○ ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → → → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 →◎ →◎ →◎ →◎ ○

取り組み
栄養バランスのとれた食事を提供するとともに、ふれあいと安否確認を意識した配
達により見守り活動の強化を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町関係機関 ・民生児童委員
・配達ボランティア
・居宅介護支援事業所
・在宅介護支援センター

№事業名 12  配食サービス事業

事業内容
調理を行なうことが困難な高齢者等を対象に、栄養バランスのとれた食事の提供と
安否確認を行ないます。

取り組み
協力員・民生児童委員・介護支援専門員・消防署・県社会福祉協議会等と連携を密
にしながら対応し、設置者の安心安全な暮らしを支援します。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・民生児童委員 ・協力員
・県社会福祉協議会
・消防 ・警察 ・町関係機関
・居宅介護支援事業所

№事業名 11  福祉あんしん電話事業

事業内容
単身世帯・高齢者世帯・身障世帯に対し、ふれあい安心電話を貸与し、２４時間体
制での相談や必要に応じ消防署とも連携し緊急システムの整備を図り、安心安全な
暮らしを支援します。

取り組み

実施方式変更（基幹的社会福祉協議会から市町村社会福祉協議会への移行）に伴
い、「福祉生活サポートセンター」設置に向け移行作業を不備なく進め、利用者預
貯金の適正な業務管理を徹底します。
対応困難な利用者や多額の預貯金等を有している利用者については、市民・成年後
見制度へスムーズに移行できるよう関係機関と連携を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・県社会福祉協議会
・福祉施設
・民生児童委員
・居宅介護支援事業所

№事業名 10 日常生活自立支援事業

事業内容
判断能力が弱まってきた高齢者等を対象に、福祉サービスの利用援助や日常的金銭
の管理を行ない、住み慣れた地域で安心して在宅生活が送れるように支援します。
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29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → → → → ○ ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 ◎→ → → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → → → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → ◎→ → → ○

取り組み
安心して利用できるよう車輌や車イスの点検整備を徹底し、寝たきり者等の移動の
支援を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・居宅介護支援事業所

№事業名 16  移送サービス事業

事業内容
福祉車輌でなければ移動できない方の家族へ移送車輌を貸出し、移動の支援を図り
ます。

取り組み
各事業所の介護支援専門員・介護用品業者との連携を密にし、もれなく支給し、在
宅生活を支援します。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・居宅介護支援事業所

№事業名 15  介護用品支給事業

事業内容
在宅の要介護４・５の方や特別障がい・障がい児福祉手当が支給されている方を介
護している家族を対象に紙おむつ及び尿取りパットを支給し、在宅介護を支援しま
す。

取り組み
理容組合の協力を得ながら協力店を増やし、利用者の利便性を図り、在宅介護を支
援します。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・理容組合
・居宅介護支援事業所

№事業名 14  出張理容補助券の交付

事業内容
在宅の寝たきり者を対象に、衛生保持を図るべく理容補助券を交付し在宅介護を支
援します。

取り組み
新規企業団体の参加を図りながら学校・地域住民・福祉施設・企業等関係機関の協
力のもと、事故ゼロ・怪我ゼロの世代を超えた地域支えあい活動として実施しま
す。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・中学校 ・高等学校
・民生児童委員 ・福祉施設
・ボランティア ・町内企業団体
・老人クラブ

№事業名 13  一斉除排雪活動事業

事業内容
単身老人世帯等を対象に学校・地域住民・町内企業団体等の関係機関の協力のもと
除排雪活動を行い、高齢者が住み慣れた地域において安心して冬の暮らしができる
よう支援します。
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29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → → → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → ◎→ → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → ◎→ → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → ◎→ → → ○ ○

取り組み
秋田県社会福祉協議会・民生児童委員協議会との連携強化を図りながら、資金貸付
による世帯の自立支援と償還につながる支援を継続していきます。生活困窮者自立
支援事業機関との連携を強化し、つなぎの支援体制を整備します。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・民生児童委員　・町関係機関
・福祉事務所　・ハローワーク
・県社会福祉協議会

№事業名 20  生活福祉資金貸付事業

事業内容
秋田県社会福祉協議会からの業務委託。低所得世帯等へ資金貸付の相談や申請受付
を行ない、世帯の更生を支援します。

取り組み
返済が生活の負担にならないよう貸付額は必要最小限とし滞納を防ぎながら、関係
者と連携し世帯の更生を支援していきます。
生活困窮者自立支援事業機関との連携を強化し、つなぎの支援体制を整備します。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・民生児童委員
・町関係機関
・福祉事務所

№事業名 19  たすけあい資金貸付事業

事業内容
町内の低所得世帯へ資金を一時的に貸付し、民生児童委員と協働のもと世帯の更生
支援を行ないます。

取り組み
若い世代へ社会福祉協議会をＰＲする機会とし、小学一年生に学用品を贈り、健や
かな成長を見守り学校での生活を応援します。また、地域の状況について情報を収
集し、よりよい支援のあり方を検討していきます。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町関係機関

№事業名 18  地域子育て応援事業

事業内容
若い世代への子育て支援と社会福祉協議会ＰＲのため、また、つながりのある地域
社会づくりを推進するため助成事業を実施します。

取り組み
消防署員と協力し、火災予防に努めると同時に緊急情報キット「みさと安心パッ
ク」の大切さを訪問先へ伝え、記載内容等の確認を行い、安全な暮らしを支援しま
す。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・消防

№事業名 17  防火点検

事業内容
単身老人世帯を対象に、防火週間に併せ消防署員と点検を行い、安全な暮らしを支
援します。
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29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → → → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 ◎→ ◎→ → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → → → → ○

取り組み
質の高いサービスの提供を行い、安心・安全・無事故での事業を推進します。
地域づくりや多職種とも連携しながら、利用者が住みなれた地域で自分らしい生活
ができるよう支援体制の充実を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町関係機関 ・介護関係事業所
・民生児童委員

№事業名 23  訪問入浴介護事業

事業内容
自宅入浴が困難な要介護状態の方に対し訪問入浴介助を実施。利用者が可能な限り
居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支
援します。

取り組み
質の高いサービスの提供を行います。
地域づくりや多職種とも連携しながら、利用者が住みなれた地域で自分らしい生活
ができるよう支援体制の充実を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町関係機関 ・介護関係事業所
・民生児童委員

№事業名 22  訪問介護事業

事業内容
介護保険の理念に基づき、適切な生活援助・身体介護を行い、利用者が可能な限り
居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支
援します。

事業内容
要支援・要介護状態になった場合でも、可能な限り居宅において日常生活を営むこ
とができるよう配慮し、自立に向けた介護サービス計画の作成を行います。

取り組み
地域づくりや多職種協働による生活支援など介護サービス以外の事業とも連携しな
がら、利用者が住みなれた地域で自分らしい生活ができるよう支援体制の充実を図
ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町関係機関 ・介護関係事業所
・民生児童委員

№事業名 21  居宅介護支援事業
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29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → → → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → ◎→ → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → ◎→ → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → ◎→ → → ○ ○

取り組み
秋田県社会福祉協議会・民生児童委員協議会との連携強化を図りながら、資金貸付
による世帯の自立支援と償還につながる支援を継続していきます。生活困窮者自立
支援事業機関との連携を強化し、つなぎの支援体制を整備します。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・民生児童委員　・町関係機関
・福祉事務所　・ハローワーク
・県社会福祉協議会

№事業名 20  生活福祉資金貸付事業

事業内容
秋田県社会福祉協議会からの業務委託。低所得世帯等へ資金貸付の相談や申請受付
を行ない、世帯の更生を支援します。

取り組み
返済が生活の負担にならないよう貸付額は必要最小限とし滞納を防ぎながら、関係
者と連携し世帯の更生を支援していきます。
生活困窮者自立支援事業機関との連携を強化し、つなぎの支援体制を整備します。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・民生児童委員
・町関係機関
・福祉事務所

№事業名 19  たすけあい資金貸付事業

事業内容
町内の低所得世帯へ資金を一時的に貸付し、民生児童委員と協働のもと世帯の更生
支援を行ないます。

取り組み
若い世代へ社会福祉協議会をＰＲする機会とし、小学一年生に学用品を贈り、健や
かな成長を見守り学校での生活を応援します。また、地域の状況について情報を収
集し、よりよい支援のあり方を検討していきます。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町関係機関

№事業名 18  地域子育て応援事業

事業内容
若い世代への子育て支援と社会福祉協議会ＰＲのため、また、つながりのある地域
社会づくりを推進するため助成事業を実施します。

取り組み
消防署員と協力し、火災予防に努めると同時に緊急情報キット「みさと安心パッ
ク」の大切さを訪問先へ伝え、記載内容等の確認を行い、安全な暮らしを支援しま
す。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・消防

№事業名 17  防火点検

事業内容
単身老人世帯を対象に、防火週間に併せ消防署員と点検を行い、安全な暮らしを支
援します。
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29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → → → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 ◎→ ◎→ → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → → → → ○

取り組み
質の高いサービスの提供を行い、安心・安全・無事故での事業を推進します。
地域づくりや多職種とも連携しながら、利用者が住みなれた地域で自分らしい生活
ができるよう支援体制の充実を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町関係機関 ・介護関係事業所
・民生児童委員

№事業名 23  訪問入浴介護事業

事業内容
自宅入浴が困難な要介護状態の方に対し訪問入浴介助を実施。利用者が可能な限り
居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支
援します。

取り組み
質の高いサービスの提供を行います。
地域づくりや多職種とも連携しながら、利用者が住みなれた地域で自分らしい生活
ができるよう支援体制の充実を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町関係機関 ・介護関係事業所
・民生児童委員

№事業名 22  訪問介護事業

事業内容
介護保険の理念に基づき、適切な生活援助・身体介護を行い、利用者が可能な限り
居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支
援します。

事業内容
要支援・要介護状態になった場合でも、可能な限り居宅において日常生活を営むこ
とができるよう配慮し、自立に向けた介護サービス計画の作成を行います。

取り組み
地域づくりや多職種協働による生活支援など介護サービス以外の事業とも連携しな
がら、利用者が住みなれた地域で自分らしい生活ができるよう支援体制の充実を図
ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町関係機関 ・介護関係事業所
・民生児童委員

№事業名 21  居宅介護支援事業
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29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 ◎→ → → → ○ ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → → → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 ◎→ ◎→ → → ○

取り組み
質の高いサービスの提供を行い、安心・安全・無事故での事業を推進します。
地域づくりや多職種とも連携しながら、利用者が住みなれた地域で自分らしい生活
ができるよう支援体制の充実を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町関係機関
・介護関係事業所
・民生児童委員

№事業名 26  デイサービス事業

事業内容
通所により要支援・要介護状態にある高齢者等に対し、利用者が可能な限り居宅に
おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援しま
す。

取り組み
地域づくりや多職種協働による生活支援などの事業とも連携しながら、利用者が住
みなれた地域で自分らしい生活ができるよう支援体制の充実を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町関係機関
・障がい関係事業所
・障がい者相談支援事業所
・民生児童委員

№事業名 25  相談支援事業（障がい者・障がい児）

事業内容
障がい者総合支援法と児童福祉法の理念に基づき、利用者及び障害児の保護者の意
思を尊重し、常に利用者等の立場に立った適切かつ円滑な相談及び援助を行いま
す。

取り組み
質の高いサービスの提供を行います。
地域づくりや多職種とも連携しながら、利用者が住みなれた地域で自分らしい生活
ができるよう支援体制の充実を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町関係機関
・障がい関係事業所
・障がい者相談支援事業所
・民生児童委員

№事業名 24  障がい者福祉事業

事業内容

障がい者総合支援法の理念に基づき、利用者の立場に立った適切な介護給付サービ
スを提供、利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常
生活を営むことができるよう、身体介護・家事援助により支援します。
障がい児者を対象に訪問入浴を実施。身体の衛生保持、心身機能の維持・向上を図
ります。
生活支援ホームヘルプサービス事業により、６５歳以上の自立単身老人等を対象に
家事援助・日常生活に関する支援を提供し、在宅生活を支援します。
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29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 ◎△→ △→ → → ○ ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

協議
実施

◎→ → → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 ◎△→ ◎→ △→ → ○ ○

※アウトリーチ＝地域に出向いていく

事業内容
誰もが気軽に立ち寄ることができる地域の交流拠点として、空き店舗を活用した
「まめだ屋」を設置し、生きがいづくり・健康づくりを推進します。

取り組み
建物の老朽化により安全面・衛生面において運営に支障が出てきたため、代替場所
等も含め内容を検討し、誰もが気軽に立ち寄れる地域交流拠点として事業継続がで
きるよう体制を整備していきます。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・ボランティア
・サークル団体
・町民

№事業名 29  まめだ屋運営事業

取り組み
生活支援コーディネーターを配置し、地域包括ケアシステムの介護予防・生活支援
の仕組みの構築のため、アウトリーチ※を行いながら地域生活課題の把握に取り組
み、多様な事業主体との地域たすけあいの安心生活の構築を目指します。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町関係機関 ・民生児童委員
・町内商店 ・企業等
・ボランティア
・生活支援体制整備協議体

№事業名 28  生活支援コーディネーター事業

事業内容
生活支援コーディネーターを配置し、地域包括ケアシステムの介護予防・生活支援
の仕組みの構築のため、地域で必要とされる生活支援サービスの開発や充実に向け
て支援します。

事業内容
地域における生活福祉課題について、解決手段や生活支援サービス活動を検討する
とともに、「社会福祉協議会サポーター」を中心に生活支援活動の点検・見直しを
図り、地域の福祉力を高め「福祉でまちづくり」に取り組みます。

取り組み

各ワーキンググループが目指す方向での無理のない活動を継続し、人づくり・地域
づくりによる住民主体での福祉力向上へつなげていきます。「おたすけマン」や生
活支援コーディネーター事業と併せ「新しい総合事業」における社会福祉協議会が
取り組む生活支援活動の確立・推進を図っていきます。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・社会福祉協議会サポーター
・おたすけマン
・ボランティア

取り組み目標 ４ ： 地域福祉トータルケア推進事業の強化

№事業名 27  フォローアップ事業
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29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 ◎→ → → → ○ ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → → → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 ◎→ ◎→ → → ○

取り組み
質の高いサービスの提供を行い、安心・安全・無事故での事業を推進します。
地域づくりや多職種とも連携しながら、利用者が住みなれた地域で自分らしい生活
ができるよう支援体制の充実を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町関係機関
・介護関係事業所
・民生児童委員

№事業名 26  デイサービス事業

事業内容
通所により要支援・要介護状態にある高齢者等に対し、利用者が可能な限り居宅に
おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援しま
す。

取り組み
地域づくりや多職種協働による生活支援などの事業とも連携しながら、利用者が住
みなれた地域で自分らしい生活ができるよう支援体制の充実を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町関係機関
・障がい関係事業所
・障がい者相談支援事業所
・民生児童委員

№事業名 25  相談支援事業（障がい者・障がい児）

事業内容
障がい者総合支援法と児童福祉法の理念に基づき、利用者及び障害児の保護者の意
思を尊重し、常に利用者等の立場に立った適切かつ円滑な相談及び援助を行いま
す。

取り組み
質の高いサービスの提供を行います。
地域づくりや多職種とも連携しながら、利用者が住みなれた地域で自分らしい生活
ができるよう支援体制の充実を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町関係機関
・障がい関係事業所
・障がい者相談支援事業所
・民生児童委員

№事業名 24  障がい者福祉事業

事業内容

障がい者総合支援法の理念に基づき、利用者の立場に立った適切な介護給付サービ
スを提供、利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常
生活を営むことができるよう、身体介護・家事援助により支援します。
障がい児者を対象に訪問入浴を実施。身体の衛生保持、心身機能の維持・向上を図
ります。
生活支援ホームヘルプサービス事業により、６５歳以上の自立単身老人等を対象に
家事援助・日常生活に関する支援を提供し、在宅生活を支援します。
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29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 ◎△→ △→ → → ○ ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

協議
実施

◎→ → → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 ◎△→ ◎→ △→ → ○ ○

※アウトリーチ＝地域に出向いていく

事業内容
誰もが気軽に立ち寄ることができる地域の交流拠点として、空き店舗を活用した
「まめだ屋」を設置し、生きがいづくり・健康づくりを推進します。

取り組み
建物の老朽化により安全面・衛生面において運営に支障が出てきたため、代替場所
等も含め内容を検討し、誰もが気軽に立ち寄れる地域交流拠点として事業継続がで
きるよう体制を整備していきます。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・ボランティア
・サークル団体
・町民

№事業名 29  まめだ屋運営事業

取り組み
生活支援コーディネーターを配置し、地域包括ケアシステムの介護予防・生活支援
の仕組みの構築のため、アウトリーチ※を行いながら地域生活課題の把握に取り組
み、多様な事業主体との地域たすけあいの安心生活の構築を目指します。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町関係機関 ・民生児童委員
・町内商店 ・企業等
・ボランティア
・生活支援体制整備協議体

№事業名 28  生活支援コーディネーター事業

事業内容
生活支援コーディネーターを配置し、地域包括ケアシステムの介護予防・生活支援
の仕組みの構築のため、地域で必要とされる生活支援サービスの開発や充実に向け
て支援します。

事業内容
地域における生活福祉課題について、解決手段や生活支援サービス活動を検討する
とともに、「社会福祉協議会サポーター」を中心に生活支援活動の点検・見直しを
図り、地域の福祉力を高め「福祉でまちづくり」に取り組みます。

取り組み

各ワーキンググループが目指す方向での無理のない活動を継続し、人づくり・地域
づくりによる住民主体での福祉力向上へつなげていきます。「おたすけマン」や生
活支援コーディネーター事業と併せ「新しい総合事業」における社会福祉協議会が
取り組む生活支援活動の確立・推進を図っていきます。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・社会福祉協議会サポーター
・おたすけマン
・ボランティア

取り組み目標 ４ ： 地域福祉トータルケア推進事業の強化

№事業名 27  フォローアップ事業
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29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 ◎→ → → → ○ ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 ◎→ → → → ○ ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → → → → ○

　　※アウトリーチ＝地域に出向いていく　　※ネットワーク＝見守りの網の目

取り組み
コミュニティソーシャルワーカーの積極的なアウトリーチ※を行いながら、近隣住
民・関係機関・各種専門機関等との連携により、緊急時でも迅速に対応できる安心
安全な地域ぐるみのネットワークの構築を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・民生児童委員 ・福祉委員
・町内会 ・安心電話協力員等
・町関係機関
・居宅介護支援事業所

※コミュニティソーシャルワーカー＝生活上の課題把握に努め、一人ひとりの課題解決に向けた生活支援を行う調整・推進役

№事業名 32  ネットワーク活動の推進

事業内容
“一人の不幸も見逃さない運動”を推進。民生児童委員や関係機関との連携・調整
のもとに、高齢者世帯や支援を必要とする世帯に対する地域の見守り活動等のネッ
トワーク※により、地域で自立した生活を支援します。

事業内容

行政・医療・福祉等の関係機関やＮＰＯ・ボランティア・民間事業者の参加により
分野を超えて密接に連携し、誰もが安心・安全な暮らしができるよう、要援護者の
早期発見から支援につながる（災害時も含め）体制を推進します。
認知症ＳＯＳおたすけネットワークにより、認知症になっても安心して生活ができ
るよう地域全体で安心見守りネットワークを推進します。

取り組み

認知症ＳＯＳおたすけネットワークシステムを強化し、地域全体で安心見守りネッ
トワークを推進します。
生活支援コーディネーター事業と併せ、多様な事業主体との生活支援サービスによ
る地域たすけあいの安心生活の構築を目指します。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町関係機関 ・医療 ・福祉 ・
介護等関係機関 ・町内商店企業
・ＮＰＯ ・ボランティア等

基本目標　：　地 域 共 生 社 会 の 推 進

取り組み目標 ５ ： ともに支えあう地域づくり

№事業名 31  セーフティネット事業

取り組み
行政と情報を共有しながら連携し、現物支給や緊急貸付等が必要時に迅速に対応で
きるよう商店や企業等の協力も得ながら支援体制を整備していきます。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・民生児童委員　・町関係機関
・町内商店企業　・フードバン
ク団体

№事業名 30  緊急一時支援事業

事業内容
生活困窮者への緊急一時支援として、行政や関係機関と連携した現物支給や緊急貸
付等のネットワーク支援体制により世帯の自立を促し支援します。
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29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → → △→ → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託金 補助金

継続 ◎→ → → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 ◎→ → → → ○

取り組み
多職種連携システムによる、顔の見える体制での多問題ケースや困難ケースの解決
に向けた会議の開催と情報共有の確立を推進します。問題ケース発生時に随時開催
することのできる体制の強化を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町関係機関 ・民生児童委員
・医療・福祉・介護・障がい等
関係機関

№事業名 35  ケア会議

事業内容

行政・保健師・在宅介護支援センター・社会福祉協議会等の職員による介護支援検
討等の会議を開催し、情報の共有化を図り地域の問題解決に努めます。地域ケア会
議・地域ケア連絡会議の開催により、困難事例の問題解決に向けて意見交換、情報
共有を行います。

取り組み

地域包括ケアシステムの構築に伴う、関係機関との情報共有・連携に努め相談支援
体制を強化していきます。
多職種連携システムによる、顔の見える体制での多問題ケースや困難ケースの解決
に向けた会議の開催と情報共有の確立を推進します。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町関係機関 ・民生児童委員
・医療・福祉・介護・障がい等
関係機関

№事業名 34  在宅介護支援センター(千畑地区)

事業内容

身近な相談窓口として、在宅において介護が必要な方々に介護に関する相談や情報
提供を行い、サービスの提供へつなぎます。また、要介護者の実態調査を行い問題
の解決に向け、関係機関との連携を図ります。
身近な地域の会館等で介護教室等を開催し、介護予防に努め高齢者の自立した生活
を支援します。

事業内容
民生児童委員等の協力を得ながら、要援護者の実態調査及びニーズの把握に努めま
す。

取り組み
要援護者の実態及び生活課題の把握に努め、社会福祉協議会職員訪問による単身世
帯実態調査と併せて最新の情報をデータ管理（福祉台帳）し、緊急時でも迅速に対
応できる支援体制の連携を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・民生児童委員
・居宅介護支援事業所
・町関係機関

№事業名 33  要援護者実態調査
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29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 ◎→ → → → ○ ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 ◎→ → → → ○ ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → → → → ○

　　※アウトリーチ＝地域に出向いていく　　※ネットワーク＝見守りの網の目

取り組み
コミュニティソーシャルワーカーの積極的なアウトリーチ※を行いながら、近隣住
民・関係機関・各種専門機関等との連携により、緊急時でも迅速に対応できる安心
安全な地域ぐるみのネットワークの構築を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・民生児童委員 ・福祉委員
・町内会 ・安心電話協力員等
・町関係機関
・居宅介護支援事業所

※コミュニティソーシャルワーカー＝生活上の課題把握に努め、一人ひとりの課題解決に向けた生活支援を行う調整・推進役

№事業名 32  ネットワーク活動の推進

事業内容
“一人の不幸も見逃さない運動”を推進。民生児童委員や関係機関との連携・調整
のもとに、高齢者世帯や支援を必要とする世帯に対する地域の見守り活動等のネッ
トワーク※により、地域で自立した生活を支援します。

事業内容

行政・医療・福祉等の関係機関やＮＰＯ・ボランティア・民間事業者の参加により
分野を超えて密接に連携し、誰もが安心・安全な暮らしができるよう、要援護者の
早期発見から支援につながる（災害時も含め）体制を推進します。
認知症ＳＯＳおたすけネットワークにより、認知症になっても安心して生活ができ
るよう地域全体で安心見守りネットワークを推進します。

取り組み

認知症ＳＯＳおたすけネットワークシステムを強化し、地域全体で安心見守りネッ
トワークを推進します。
生活支援コーディネーター事業と併せ、多様な事業主体との生活支援サービスによ
る地域たすけあいの安心生活の構築を目指します。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町関係機関 ・医療 ・福祉 ・
介護等関係機関 ・町内商店企業
・ＮＰＯ ・ボランティア等

基本目標　：　地 域 共 生 社 会 の 推 進

取り組み目標 ５ ： ともに支えあう地域づくり

№事業名 31  セーフティネット事業

取り組み
行政と情報を共有しながら連携し、現物支給や緊急貸付等が必要時に迅速に対応で
きるよう商店や企業等の協力も得ながら支援体制を整備していきます。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・民生児童委員　・町関係機関
・町内商店企業　・フードバン
ク団体

№事業名 30  緊急一時支援事業

事業内容
生活困窮者への緊急一時支援として、行政や関係機関と連携した現物支給や緊急貸
付等のネットワーク支援体制により世帯の自立を促し支援します。
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29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → → △→ → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託金 補助金

継続 ◎→ → → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 ◎→ → → → ○

取り組み
多職種連携システムによる、顔の見える体制での多問題ケースや困難ケースの解決
に向けた会議の開催と情報共有の確立を推進します。問題ケース発生時に随時開催
することのできる体制の強化を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町関係機関 ・民生児童委員
・医療・福祉・介護・障がい等
関係機関

№事業名 35  ケア会議

事業内容

行政・保健師・在宅介護支援センター・社会福祉協議会等の職員による介護支援検
討等の会議を開催し、情報の共有化を図り地域の問題解決に努めます。地域ケア会
議・地域ケア連絡会議の開催により、困難事例の問題解決に向けて意見交換、情報
共有を行います。

取り組み

地域包括ケアシステムの構築に伴う、関係機関との情報共有・連携に努め相談支援
体制を強化していきます。
多職種連携システムによる、顔の見える体制での多問題ケースや困難ケースの解決
に向けた会議の開催と情報共有の確立を推進します。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町関係機関 ・民生児童委員
・医療・福祉・介護・障がい等
関係機関

№事業名 34  在宅介護支援センター(千畑地区)

事業内容

身近な相談窓口として、在宅において介護が必要な方々に介護に関する相談や情報
提供を行い、サービスの提供へつなぎます。また、要介護者の実態調査を行い問題
の解決に向け、関係機関との連携を図ります。
身近な地域の会館等で介護教室等を開催し、介護予防に努め高齢者の自立した生活
を支援します。

事業内容
民生児童委員等の協力を得ながら、要援護者の実態調査及びニーズの把握に努めま
す。

取り組み
要援護者の実態及び生活課題の把握に努め、社会福祉協議会職員訪問による単身世
帯実態調査と併せて最新の情報をデータ管理（福祉台帳）し、緊急時でも迅速に対
応できる支援体制の連携を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・民生児童委員
・居宅介護支援事業所
・町関係機関

№事業名 33  要援護者実態調査
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29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → → → → ○ ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 →◎ →△ → → ○ ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → → → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 △→ → → → ○ ○

取り組み
住民に読みやすく内容が分かりやすい紙面づくりや、ホームページを活用した即時
的な福祉活動の情報発信を行います。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・朗読ボランティア

№事業名 39  広報活動の推進

事業内容
広報誌「福祉だより」の発行や「ホームページ」により社会福祉協議会活動や福祉
サービスの情報を提供します。朗読ボランティアの協力により、視覚障がい者へ
「声の広報」による情報を提供します。

取り組み
災害情報が入り次第、規程に沿って遅滞なく罹災世帯に見舞金を贈り、世帯の更生
を支援します。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町関係機関
・消防
・警察

№事業名 38  罹災世帯等法外援護事業

事業内容 火災などの羅災世帯へ見舞金を贈り、世帯の支援を図ります。

取り組み
地域活動の拠点として、また災害時の福祉避難所として関係機関と連携を図り、福
祉コミュニティ※の推進を目指します。災害時において、安心して利用できるセン
ター機能の整備強化を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町民
・町関係機関

※福祉コミュニティ＝住民自らが積極的な福祉活動を行う地域社会

№事業名 37  みさと福祉センター管理・運営

事業内容
地域の住民に対して各種相談に応じるとともに、健康の増進・生きがい活動の支援
を図り、地域活動の拠点とします。また、災害発生時には福祉避難所としての機能
を備え、地域住民の安全を確保します。

取り組み
災害対応を中心に、災害研修・防災教室や被災地支援等の経験を生かし、マニュア
ルを整備・活用しながら災害ボランティアセンター機能の充実強化を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・ボランティア
・町関係機関
・県社会福祉協議会

№事業名 36  ボランティアセンター運営事業

事業内容
福祉ボランティア活動の調査及び連絡調整や情報の提供、また、災害ボランティア
活動の基盤の充実を図り、積極的に活動への参加促進を図っていきます。
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29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → → → → ○ ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 →◎ →△ → → ○ ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → → → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 △→ → → → ○ ○

取り組み
住民に読みやすく内容が分かりやすい紙面づくりや、ホームページを活用した即時
的な福祉活動の情報発信を行います。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・朗読ボランティア

№事業名 39  広報活動の推進

事業内容
広報誌「福祉だより」の発行や「ホームページ」により社会福祉協議会活動や福祉
サービスの情報を提供します。朗読ボランティアの協力により、視覚障がい者へ
「声の広報」による情報を提供します。

取り組み
災害情報が入り次第、規程に沿って遅滞なく罹災世帯に見舞金を贈り、世帯の更生
を支援します。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町関係機関
・消防
・警察

№事業名 38  罹災世帯等法外援護事業

事業内容 火災などの羅災世帯へ見舞金を贈り、世帯の支援を図ります。

取り組み
地域活動の拠点として、また災害時の福祉避難所として関係機関と連携を図り、福
祉コミュニティ※の推進を目指します。災害時において、安心して利用できるセン
ター機能の整備強化を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・町民
・町関係機関

※福祉コミュニティ＝住民自らが積極的な福祉活動を行う地域社会

№事業名 37  みさと福祉センター管理・運営

事業内容
地域の住民に対して各種相談に応じるとともに、健康の増進・生きがい活動の支援
を図り、地域活動の拠点とします。また、災害発生時には福祉避難所としての機能
を備え、地域住民の安全を確保します。

取り組み
災害対応を中心に、災害研修・防災教室や被災地支援等の経験を生かし、マニュア
ルを整備・活用しながら災害ボランティアセンター機能の充実強化を図ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・ボランティア
・町関係機関
・県社会福祉協議会

№事業名 36  ボランティアセンター運営事業

事業内容
福祉ボランティア活動の調査及び連絡調整や情報の提供、また、災害ボランティア
活動の基盤の充実を図り、積極的に活動への参加促進を図っていきます。
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29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → ◎→ → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → → → → ○ ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → → → → ○

取り組み
社会福祉法人制度改革により、地域におけるニーズを的確に把握し一層の地域福祉
の充実を図るべく各委員会の体制・基盤の強化に努め、適正な社会福祉協議会の運
営を行います。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・県社会福祉協議会
・町関係機関

№事業名 42  委員会

事業内容
委員会（総務運営・事業推進）、専門委員会（苦情解決委員会・生活福祉資金調査
委員会及びたすけあい資金運営委員会、評議員選任解任委員会）を設置し、社会福
祉協議会の事業の現状と課題を精査し、評価・改善を行います。

事業内容 社会福祉協議会事業の効果的な実践活動を展開し、法人活動の運営を行います。

取り組み
社会福祉法人制度改革により、地域福祉活動を推進する組織として体制・基盤の強
化に努め、適正な法人運営に努めていきます。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・県社会福祉協議会
・町関係機関
・県関係機関

取り組み目標 ６ ： 組織財政基盤の整備

№事業名 41  理事会・評議員会・監事会

事業内容
単身老人世帯を対象に、高等学校･中学校・小学校・幼稚園の協力を得ながらハガ
キにより見守りと交流を推進します。また、情報提供等も行います。

取り組み
園児や児童生徒による季節が感じられる手作りのハガキにより、孫世代との異世代
交流を推進します。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・幼稚園・小学校・中学校
・高等学校

№事業名 40  お元気ハガキ事業
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29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → ◎→ → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → ◎→ → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → ◎→ → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → ◎→ → →

取り組み
赤い羽根共同募金の仕組みや募金の活用について、広報や福祉座談会において分か
りやすく伝え、一層の協力と理解が得られるよう努めます。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・県共同募金会

№事業名 46  共同募金会事業への協力

事業内容
共同募金がどのように地域福祉に役立っているかを周知するとともに、町民参画に
よる『たすけあいの心』の醸成を推進します。

取り組み
ホームページや福祉だよりを活用し、さらなる周知を積極的に行い利用の促進を図
ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

№事業名 45

事業内容 寄附者に対して、忌明け・快気祝いのハガキを無料で印刷します。

取り組み
社会福祉法人制度改革に伴い、適切な法人経営や質の高い福祉サービスの向上を図
るため、専門知識の習得に努め、研修から得られた成果を地域福祉の推進に生かす
よう努めます。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・県社会福祉協議会

 忌明け・快気祝いのハガキ印刷

№事業名 44  役員・職員研修

事業内容
法人として専門性を高めるとともに、質の高い適切な福祉サービスの提供を目指
し、多様な研修により役職員の資質向上と組織強化を図ります。

取り組み
社会福祉協議会と地域住民をつなぐパイプ役として活動する福祉委員の意識を高め
社会福祉協議会活動への理解を深めてもらうため、分かりやすい会議を開催しま
す。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・福祉委員

№事業名 43  福祉委員会議

事業内容
各地区に福祉委員を設置し、社会福祉協議会会員の増強推進や地域の福祉活動の推
進を図るため、福祉委員会議を開催します。
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29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → ◎→ → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → ◎→ → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → ◎→ → → ○

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 自主 共配 受託 補助

継続 → ◎→ → →

取り組み
赤い羽根共同募金の仕組みや募金の活用について、広報や福祉座談会において分か
りやすく伝え、一層の協力と理解が得られるよう努めます。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・県共同募金会

№事業名 46  共同募金会事業への協力

事業内容
共同募金がどのように地域福祉に役立っているかを周知するとともに、町民参画に
よる『たすけあいの心』の醸成を推進します。

取り組み
ホームページや福祉だよりを活用し、さらなる周知を積極的に行い利用の促進を図
ります。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

№事業名 45

事業内容 寄附者に対して、忌明け・快気祝いのハガキを無料で印刷します。

取り組み
社会福祉法人制度改革に伴い、適切な法人経営や質の高い福祉サービスの向上を図
るため、専門知識の習得に努め、研修から得られた成果を地域福祉の推進に生かす
よう努めます。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・県社会福祉協議会

 忌明け・快気祝いのハガキ印刷

№事業名 44  役員・職員研修

事業内容
法人として専門性を高めるとともに、質の高い適切な福祉サービスの提供を目指
し、多様な研修により役職員の資質向上と組織強化を図ります。

取り組み
社会福祉協議会と地域住民をつなぐパイプ役として活動する福祉委員の意識を高め
社会福祉協議会活動への理解を深めてもらうため、分かりやすい会議を開催しま
す。

事業展開

協働体制 年次計画 財源

・福祉委員

№事業名 43  福祉委員会議

事業内容
各地区に福祉委員を設置し、社会福祉協議会会員の増強推進や地域の福祉活動の推
進を図るため、福祉委員会議を開催します。
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１ 町と社会福祉協議会との連携 

この計画は、美郷町が策定する「地域福祉計画」と社会福祉協議会が中心とな

って策定する「地域福祉活動計画」を一体的に策定したものです。計画を推進す

るにあたって、町と社会福祉協議会は密な連携を図りながら、地域に根ざした取

組みを推進していくよう努めます。 
 

 

２ 計画の普及啓発 

この計画は、地域福祉の基本方針を定めたものであり、福祉のまちづくりを推

進するためには、住民や関係団体などに計画の内容を理解していただき、町、社

会福祉協議会、ボランティア、ＮＰＯ、自治会、地域活動団体、そして住民が協

働することが必要です。セルフケア・地域包括ケアを推進し、誰もが住みなれた

地域で安心して暮らすことのできる地域共生社会を目指した地域コミュニティ

を醸成できるよう、「広報美郷」や「みさと福祉だより」、ホームページなどを

使って、積極的に計画の周知及び浸透を図ります。 

 

 

３ 計画の実践と進行管理 

この計画は、社会経済情勢の変化や多様化する生活ニーズに的確に応えながら、

効果的にかつ着実に推進しなければなりません。そのため、計画の推進に向けて、

関連する障害福祉計画や高齢者福祉計画、子ども・子育て支援計画などと連携を

図り、計画の進行管理を行っていきます。町の関係部署や社会福祉協議会が表裏

一体となり、積極的に連携・調整を進めてまいります。また、計画の推進及び進

行管理の体制として、随時、計画の進捗状況を把握・検証するとともに、取組を

評価してまいります。あわせて、計画期間中に社会環境の変化や法制度の改正が

生じた場合、必要な見直しを行っていきます。 

 

計画推進体制

 

第５章 



美郷町地域福祉計画策定委員会設置要綱

（設置）

第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条に基づく美郷町地域福祉計画（以下「地域

福祉計画」という。）の策定及び改訂を行うため、美郷町地域福祉計画策定委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

（１） 地域福祉計画の策定及び改訂に関すること。

（２） その他地域福祉計画の策定に必要な事項に関すること。

（組織）

第３条 委員会は、委員１５人以内をもって組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

（１） 識見を有する者

（２） 医療関係者

（３） 福祉団体関係者

（４） 福祉施設関係者

（５） 関係行政機関職員

（６） 町長が必要と認める者

（会長及び副会長）

第４条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

２ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

（任期）

第５条 委員の任期は、委嘱の日から地域福祉計画が策定された日までとする。ただし、欠員を生じた

場合の補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

２ 委員が委嘱された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

（会議）

第６条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

２ 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

（庶務）

第７条 委員会の庶務は、福祉保健課において処理する。

（委任）

第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

附 則

この訓令は、平成２７年１２月１０日から施行する。



美郷町地域福祉計画策定委員会設置要綱

（設置）

第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条に基づく美郷町地域福祉計画（以下「地域

福祉計画」という。）の策定及び改訂を行うため、美郷町地域福祉計画策定委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

（１） 地域福祉計画の策定及び改訂に関すること。

（２） その他地域福祉計画の策定に必要な事項に関すること。

（組織）

第３条 委員会は、委員１５人以内をもって組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

（１） 識見を有する者

（２） 医療関係者

（３） 福祉団体関係者

（４） 福祉施設関係者

（５） 関係行政機関職員

（６） 町長が必要と認める者

（会長及び副会長）

第４条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

２ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

（任期）

第５条 委員の任期は、委嘱の日から地域福祉計画が策定された日までとする。ただし、欠員を生じた

場合の補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

２ 委員が委嘱された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

（会議）

第６条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

２ 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

（庶務）

第７条 委員会の庶務は、福祉保健課において処理する。

（委任）

第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

附 則

この訓令は、平成２７年１２月１０日から施行する。

社会福祉法人美郷町社会福祉協議会 
地域福祉活動計画策定委員会設置要綱 

 
（設置） 

第１条 美郷町における地域福祉活動の総合的推進及び社会福祉法人美郷町社会福祉協議

会（以下「本会」という。）の事業の充実・強化並びに体制を確立するため、美郷町

が策定する美郷町地域福祉計画と緊密な連携を図りながら、美郷町社会福祉協議会

第３期地域福祉活動計画（以下「地域福祉活動計画」という。）を策定するため、地

域福祉活動計画策定委員会（以下、「策定委員会」という。）を設置する。 
（会務） 
第２条 策定委員会は、本会会長（以下「会長」という。）の諮問に応じて、地域福祉活動

計画の基本計画を策定し、会長に答申するものとする。 
（組織） 
第３条 策定委員会は、委員１５名以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者の内から、会長が委嘱する。 
（１）識見を有する者 
（２）医療関係者 
（３）福祉団体関係者 
（４）福祉施設関係者 
（５）関係行政機関職員 
（６）会長が必要と認める者 

（委員長及び副委員長） 
第４条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。 
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 
（任期） 
第５条 委員の任期は、委嘱の日から第 3 期地域福祉活動計画が策定されるまでとする。た

だし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。 
２ 委員が委嘱された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。 

（会議） 
第６条 策定委員会の会議は委員長が召集し、その議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を

聞くことができる。 
（庶務） 
第７条 策定委員会の庶務は、本会において処理する。 
（その他） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に

諮って定める。 
附則 
（施行期日） 
 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
 



計画策定委員会 委員名簿 

職 名 氏 名 所 属 等 

会  長 照 井 冨 士 男  民生児童委員協議会 

副 会長 澁 谷 陽 嗣  社会教育委員 

委 員 冨 樫 容 子  看護師 

委 員 進 藤 晃 成  老人クラブ連合会 

委 員 石 川 悦 郎  総合支援協議会 

委 員 戸 澤 勉  ボランティア団体 

委 員 月 輪 元  高齢者施設 

委 員 伊 藤 郁 美  高齢者施設 

委 員 藤 田 和 彦  南福祉事務所 

委 員 煙 山 光 成  教育総務課 

委 員 藤 嶋 政 春  社会福祉協議会理事 

委 員 加 藤 香 代 子  社会福祉協議会評議員 

委 員 福 田 弘 美  障害者相談員 

委 員 佐 藤 良 一  商工会 

委 員 石 田 靖 子  農業協同組合女性部 
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